
1 
 

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢



2 
 

北池田小学校 いじめ防止年間計画 

 学校全体 

４月 

 

 

 

 

 

 

 

５月 

 

 

 

６月 

 

いじめ対策委員会発足 

年間計画作成 

校内研修（いじめ防止マニュアル・いじめ対応チェックリスト共通理解） 

支援児童個人懇談会 

配慮を要する児童の共通理解 

学校のきまり 

授業参観 

 

不登校対策会議とスクールカウンセラー（以下、SC）との教育相談 

保護者生活懇談 

たてわり活動開始 

 

SC との教育相談 

生活アンケート実施（１回目） 
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７月 

 

 

 

 

８月 

 

 

９月 

 

 

 

 

１０月 

 

 

１１月 

 

 

 

 

 

 

１２月 

 

 

 

１月 

 

 

 

２月 

 

 

 

 

 

 

３月 

アンケートからの教育相談 

アンケートから見える課題の共有 

社会性測定用尺度アンケート１回目（４、５、６年生） 

情報モラル授業 

６年生 非行防止・犯罪被害防止教室（和泉警察） 

 

SC との教育相談 

保護者個人懇談 

スクリーニングシート 

１学期 子どもの様子のまとめ 

 

校内研修 

学校のきまり 

 

SC との教育相談 

情報モラル授業 

不登校対策会議 

５年生 非行防止・犯罪被害防止教室（岸和田少年サポートセンター） 

 

SC との教育相談 

情報モラル授業 

 

生活アンケート実施（２回目） 

アンケートからの教育相談 

アンケートから見える課題の共有 

社会性測定用尺度アンケート２回目（４、５、６年生） 

情報モラル授業 

保護者生活懇談 

 

SC との教育相談 

スクリーニングシート 

２学期 子どもの様子のまとめ 

 

SC との教育相談 

情報モラル授業 

学校のきまり 

 

生活アンケート実施（３回目） 

アンケートからの教育相談 

アンケートから見える課題の共有 

社会性測定用尺度アンケート３回目（４、５、６年生） 

SC との教育相談 

支援学級個人懇談会 

 

SC との教育相談 

３学期 子どもの様子のまとめ 

支援や配慮を要する児童について、全教職員で引き継ぎ 
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連携 

指導方針・役割分担 

未然防止のための学校体制 

加害児童 被害児童 周りの児童 

保護者 保護者 

教
育
委
員
会
・
関
係
機
関 

連携 

いじめ対策委員会 

 

Ｐ
Ｔ
Ａ 

地 

域 

校 長 

教 頭 

生活指導担当 

学級担任 学年主任 

首  席 

養護教諭 

特別支援コーディネーター 

支援学級担任 

指導・支援 支援 指導・支援 

支援 

全 教 職 員 

スクールカウンセラー 

学校体制 

スクールロイヤー 

スクールソーシャルワーカー 
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教職員の報告 児童の報告 地域の報告 保護者の報告 

日頃の観察、アンケート 

早期発見（いじめの把握） 

中・長期対応【再発防止に向けた取組】 

緊急対応【事実確認・方針決定】 

短期対応【いじめへの対処】 

●事実関係の把握と記録 

●守り抜く決意の伝達 

●安全の確保 

●辛さに寄り添う 

●直接会って報告 

●保護者の心情を理解する 

●指導方針への理解を得る 

●信頼関係の構築 

●個々に事実を聴き取る 

●事実関係の把握 

いじめられた児童 保 護 者 いじめた児童 

周囲の児童 

些細なことも軽視せず、 

直ちに管理職に報告を 

いじめ対策委員会の設置 

情報の共有、指導体制の確立 

指導方針の共通理解 

市教委への報告 関係機関との連携 

全教職員が協力し、関わる 

●いじめ解消に向け、 

組織的に注視する 

●心のケアと支援を行う 

いじめられた児童 

●家庭での見守りの依頼 

●事実関係の報告 

●解決に向けた連携強化 

保 護 者 

●非人道的行為であること 

を理解させる指導 

●必要なら専門機関と共同 

いじめた児童 

学級での指導 

（傍観者からの脱去 共感的人間関係の構築 自己有用感を実感できる学級づくり） 

関係者が協力し、継続的に関わる 

人権意識の高揚 いじめを解決できる学級づくり 

特別活動の充実 学年集団育成の強化 
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重大事態発生時の対応フロー

＜法第28条第２項＞ 必要な情報の提供

いじめ

重大事態の発生

学校

＜法第28条第１項＞ 調査主体の判断

指導・人的措置等支援

総合教育会議②

・調査結果・重大事態への対応の検証

（再調査を行わない場合）

・再発防止策等の協議

総合教育会議③

・いじめ問題再調査委員会の調査結果を

踏まえた再発防止策等の協議

教育委員会

市 長

議 会

市 長

総合教育会議①

・情報共有 ・対応方針協議

調査依頼

＜法第30条第１項＞ 発生報告

＜法第30条第３項＞報告

調査結果報告③

再調査の必要が

ある場合

相談・通報等

発生報告

再調査結果等の説明

再調査結果報告

児童生徒・保 護 者

＜法第30条第２項＞

≪市長の附属機関≫

和泉市いじめ問題再調査委員会

（学校による調査） （教育委員会附属機関による調査）

調査報告①調査報告①

学校

学校いじめ防止等対策委員会

教育委員会

附属機関

和泉市いじめ問題調査委員会

市 長

調査結果報告②

児童生徒・保護者が希望する場合は、調査結果に

対して、所見書を提出することができる

児童生徒・保 護 者

教育委員会所見書

児童生徒・保護者から所見書が提

出された場合は、所見書を添付し

て報告する

必
要
に
応
じ
て
対
応
を
指
示

協議内容
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学校におけるいじめの防止等の取組に関するチェックリスト 

１ いじめの防止のための取組 

２ いじめの早期発見、早期対応等 
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３ 家庭や地域の関係団体等との連携促進 

４ 取組全体を通しての成果や課題、改善点などについてお書きください。 
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H29.3 和泉市教育委員会 作成 

５つのレベルに応じた 問題行動への対応チャート 

留 意 事 項 
➢対応は、教育委員会への報告・相談を大切にし、レベルⅠ・Ⅱでも警察と必要に応じて連携を図ることが考えられる。 

➢レベルⅠ～Ⅲは学校主体の対応だが、校長が問題行動をどのレベルの行為として扱うかの判断に迷う場合、教育委員会に相談する。 

➢いかなるレベルであっても同様の問題行動を繰り返す場合、ひとつ上の重いレベルとして対応する。 

➢児童生徒間暴力・対教師暴力等は、上記チャートに従いレベルⅢ以上に位置付け、警察等と連携し、毅然とした姿勢で対応する。 

対応可 

    校内委員会の開催 《レベルを協議し、対応の検討と役割分担を行う》 

メンバー：管理職・生徒指導担当・学年主任・担任・学年教員・養護教諭 

➢必要に応じ、校長の判断で部活動顧問・スクールカウンセラーを加えることが可 

☆役割分担（児童生徒からの聴取・聴取後の対応、保護者対応等） 

      ☆状況の把握…事実を時系列で整理【記録】 

      ☆対応方針の確認 

 

レベルⅡ～Ⅴ 

教育委員会に状況を随時伝え、連携して対応を図る。《報告書の提出》 

レベルⅠ 

管理職に報告し、担

任・学年が把握し、注

意・指導を行うレベル 

レベルⅠ 

担任・学年教員で対

応し、解決を図る。 

レベルⅡ 

管理職・生徒指導部

（担当）を含めた学校

全体で共通理解を図

り指導・改善を行うレ

ベル 

レベルⅢ 

警察や関係機関との

連携を含め、校内での

指導を行うレベル 

レベルⅣ 

教育委員会の指導の

もと、警察等の関係機

関と連携し校外での

指導を含めた対応を

行うレベル 

 

レベルⅤ 

学校・教育委員会から

警察・福祉機関等、外

部機関に対応の主体

が移るレベル 

レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ 

担任・学年教員とと

もに、管理職・生徒

指導担当が指導し、

同じことが繰り返さ

れないよう保護者を

交えて指導する。 

管理職が警察・福祉

部局と連携し、指導

計画を立て学校で指

導するとともに、保

護者にも働きかけ家

庭で指導する。 

学校が教育委員会

に相談し、関係機関

と連携した指導計画

に基づき、家庭・校

内外で指導する。 

教育委員会が主導

で、警察・福祉機関・

児童福祉施設等と

学校の連携を図り、

対応する。 

SC、SSW との連携 

再発防止に向けて 

継続的な観察・指導 

保護者との連携 

関係機関との連携 
改善が見られた場合、校内での対応を継続し、見守る 

レベルⅠ 

➢警察と連携が必要な事案に

ついては、レベルに関わらず

警察への相談や通報を行う。 

➢被害者・保護者の意向（警察

への相談・通報・被害届の提

出等）をよく聞き、適切に対

応する。 

市町村問題解決チームの支援要請 

府教育委員会緊急支援チームの派遣要請 

ね ら い 
■児童生徒の問題行動の発生時に学校として必要な対応について、レベルⅠ～Ⅴの５段階に分けて例示した。レベルごとに

分けて対処する意義は以下の４点であり、それは、加害者・被害者の保護、および教員の保護にもつながるものである。 

①加害者の加害行為を早期に指摘し、本人の自覚を促し保護者の協力を要請する。 

②問題行動等による被害者の被害の拡大を未然に防ぐ。 

③教員が適切な指導が行えない状態を避ける。 

④レベルにより対応の主体を学校から教育委員会、外部機関へ移行し、責任の所在を明確にしつつ問題行動の改善を図る。 

■問題行動の重篤度に応じた学校の対応について、あらかじめ児童生徒・保護者等にチャートやレベルの例を示し理解・協力

を求めることが重要である。 


